
令和６年度 東御市人権啓発センター運営委員会次第

日 時：令和６年 10 月 30 日（水） 午前 10 時 00 分 ～

場 所：中央公民館３階 講堂

１ 開 会

２ あいさつ

３ 自己紹介

４ 人権啓発センター運営委員会について

５ 会議事項

（１）令和５年度事業実績および令和６年度実施状況について

ア 人権啓発センターの利用状況について

イ 地域交流事業について

ウ 相談事業について

エ 東御市人権セミナーについて

オ その他

（２）令和７年度事業計画について

ア 人権啓発センター事業について

イ 相談事業について

（３）その他

ア 北御牧人権啓発センターＬＥＤ化工事について

イ 今後の地域交流事業について

６ その他

７ 閉 会
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東御市人権啓発センター　運営委員名簿

敬称略、順不同

職　　　　　　名 氏　　　　名 備　　考

人権尊重のまちづくり審議会 荻原　輝久 会長

人権擁護委員 土屋　忠寿 職務代理

市議会議員 村山　弘子

人権同和教育指導委員 冨岡　茂樹

民生・児童（福祉）委員 牛山　廣司

男女共同参画審議会委員 三縄　雅枝

部落解放同盟東御市協議会 西藤　千代子

部落解放同盟東御市協議会 鳴澤　一登

東御市田中地区社会教育指導員 成澤　万里子

東御市北御牧地区社会教育指導員 野村　伸弥 令和6年10月1日から

東御市社会福祉協議会事務局長 髙岡　久章

◎東御市人権啓発センター関係職員

職　　　　　　名 氏　　　　名 備考

市民生活部長 小松　信子

人権同和政策課長兼男女共同参画係長
（人権啓発センター長）

正村　宣広 東部人権啓発センター

人権同和政策係長（館長） 池田　恵子 東部人権啓発センター

人権同和教育指導員 岡澤　健一 東部人権啓発センター

人権同和政策係主査 小山　博志 東部人権啓発センター

人権同和政策係主任 堀口　さやか 東部人権啓発センター

相談員 西藤　千代子 東部人権啓発センター

相談員(館長） 鳴沢　佳奈子 北御牧人権啓発センター

男女共同参画係 菊地　正子 東部人権啓発センター

任期：令和5年10月1日～令和7年9月30日
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(1)　人権啓発センター令和５年度事業実績および令和６年度実施状況について

　①東部人権啓発センターの利用状況

件数
利用
者数

件数
利用
者数

件数
利用
者数

件数
利用
者数

件数
利用
者数

件数
利用
者数

5 100 181 3,256 3 56 27 200 0 0 216 3,612

12 235 388 6,291 43 336 18 131 0 0 461 6,993

13 252 254 3,183 21 128 30 230 0 0 318 3,793

△ 1 △ 17 134 3,108 22 208 △ 12 △ 99 0 0 143 3,200

　②北御牧人権啓発センターの利用状況

件数
利用
者数

件数
利用
者数

件数
利用
者数

件数
利用
者数

件数
利用
者数

18 192 76 364 16 85 0 0 110 641

41 354 147 625 88 256 0 0 276 1,235

44 343 187 703 75 233 0 0 306 1,279

△ 3 11 △ 40 △ 78 13 23 0 0 △ 30 △ 44

　ア　　人権啓発センターの利用状況について

  東御市の人権啓発の拠点です。啓発活動を主体とした様々な事業を展開するほか、市内文化団体、体育団体等の活動及
び会議等での利用も多く、周囲に市役所や中央公民館等の公共施設があることから、相互に活用しています。　
　また、令和６年度の利用者数については、現在堅調に推移しております。

利用室
大会議室
＋和室

大会議室
和室

（教養娯楽室
＋保健衛生室）

和室
（教養娯楽室）

和室
（保健衛生室）

計

利用年

令和６年度
（９月末時点）

令和５年度

令和４年度

前年比
（R５とR４の比較）

  北御牧地区における人権啓発の拠点です。　地域交流事業をはじめ様々な事業を展開する他、部落解放同盟東御市協議
会の支部会や行事等に使用され、地区の方々の憩いの場（手芸や工作、パソコン教室等）になっており、地域交流が推進さ
れています。
　また、令和６年度の利用者数については、現在堅調に推移しております。

利用室 大会議室
保健教養室兼
生活改善室

相談室 その他 計

利用年

令和６年度
（９月末時点）

令和５年度

令和４年度

前年比
（R５とR４の比較）
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 　イ　　地域交流事業について

開催場所 講　座　名
R6回数

（９月末時点）
R6人数

（９月末時点） R5回数 R5人数 R4回数 R4人数
R5とR4の比較

（回数）
R5とR4の比較

（人数） 備考

オカリナ教室 6 36 12 79 12 87 0 △ 8

カラオケ教室 6 29 12 64 12 67 0 △ 3

手芸教室 6 28 12 47 12 55 0 △ 8

健康体操教室 6 43 12 66 10 49 2 17

合　　計 24 136 48 256 46 258 2 △ 2

開催場所 講　座　名 R6回数
（９月末時点）

R6人数
（９月末時点）

R5回数 R5人数 R4回数 R4人数
R5とR4の比較

（回数）
R5とR4の比較

（人数） 備考

カラオケ教室 6 31 11 62 11 82 0 △ 20

パソコン教室 10 68 16 87 10 69 6 18

料理教室 4 38 10 104 6 67 4 37

健康づくり教室（ストレッチ） 5 39 11 70 9 60 2 10

音楽療法教室 0 0 0 0 0 0 0 0 事業実施なし

ハンドクラフト教室 5 19 11 39 5 15 6 24

合　　計 30 195 59 362 41 293 18 69

①東部地域

②北御牧地域

　被差別部落（同和地区）及びその周辺地域住民を含めた地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流を推進する地域
交流事業を実施しています。
　参加者の高齢化等により、参加人数が減少した教室もあります。

加沢集会所

北御牧
人権啓発
センター

4



ウ 相談事業について

日常生活の困りごと、法律問題、土地・建物・法人等の登記相談・借金問題や人権・行政に関する各

種相談を無料で行う人権よろず相談を実施しました。また、被差別部落（同和地区）の方をはじめ全て

の方が安心して暮らしていくうえで、一人で悩み苦しまないように、両地区人権啓発センター等で生活

相談を実施しています。

なお、緊急な相談においては関係機関への紹介のほか、関係者との協議の上相談に応じています。

相談事業 内容・実績 （Ｒ６年度は９月末時点の件数）

①人権よろず相談 毎月第３金曜日 午前９時～正午 （件）

②心配ごと相談 毎月第１金曜日 午前９時～正午、午後１時～４時 （件）

③相談員への相談 東部人権啓発センター（週２日）、北御牧人権啓発センター（週５日） （件）

④その他の相談 ・女性弁護士による法律相談（奇数月末の水曜日 午前９時～午前11時） （件）

・電話による相談（随時） （件）

・来庁による相談（随時） （件）

相談員 Ｒ６年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度

弁護士 29 67 60

司法書士 20 29 23

人権擁護委員 0 1 3

行政相談員 0 0 3

保健師、生活就労支援センター

支援員
0 1 1

合 計 49 98 90

相談員 Ｒ６年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度

人権擁護委員 5 2 2

相談員 Ｒ６年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度

東部人権啓発センター相談員 7 14 21

北御牧人権啓発センター相談員 6 8 8

合 計 13 22 29

相談員 Ｒ６年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度

女性弁護士 12 24 17

相談員 Ｒ６年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度

人権同和政策課職員 0 4 2

相談員 Ｒ６年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度

人権同和政策課職員 0 0 0
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提出者数　： 94人

田中地区 滋野地区 祢津地区 和地区 北御牧地区 市外 無回答 合計

27 17 17 17 14 0 2 94

1 年齢

20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 無回答 合計

人数 6 6 7 17 26 31 1 94

割合 6% 6% 7% 18% 28% 33% 1% 100%

2 「人権よろず相談」をどこで知りましたか

市の広報 市のHP FMとうみ ポスター・チラシ その他 無回答 合計

人数 49 17 1 4 23 2 96

割合 51% 18% 1% 4% 24% 2% 100%

3 開催日時はいつが希望ですか

平日午前 平日午後 休日午前 休日午後 無回答 合計

人数 61 9 14 3 11 98

割合 62% 9% 14% 3% 11% 100%

4 相談会場はどこが希望ですか

東部人権啓
発センター

北御牧庁舎 どこでもよい 無回答 合計

人数 68 6 18 2 94

割合 72% 6% 19% 2% 100%

5 相談時間はいかがですか

適当 短い
どちらともい
えない

無回答 合計

人数 55 22 13 4 94

割合 59% 23% 14% 4% 100%

6 主な感想等

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

令和５年度　人権よろず相談に関するアンケート集計結果　　　　　　　

(東部人権啓発センター11回87人、北御牧庁舎１回7人実施）

地域

人数

今回少しでも相談できて助かりました。貴重な機会ありがとうございました。

色々聞けてアドバイスもいただき、個人で相談となるとハードルが高いので本当に助かりました。

個室で安心して相談できました。ありがとうございました。

解決には至らなかったが、話を聞いてもらえたので、進展につながるきっかけになった。

まず段階がある事を知り勉強になりました。とてもわかりやすく、進める方法もわかりましたが
相談時間が短すぎてせめて40分～50分あればと思いました。

もう少し時間がほしかった

法的なことが自分ではわからなかったので貴重な話を聞けて良かったです。
相談内容が30分じゃ収まらないのでもう少しお話ししたい気持ちはありました。ありがとうございました。

無料相談を出来ることがありがたいです。

相談しやすく、対応も丁寧で、不安な気持ちがほぐれました。アドバイスをいただいて、前に進めそうな気になりました。

話しやすく思っている事を素直に話せたと思っています。

今後どのように対応し動けばよいかわかりやすく説明していただき本当に有難く思います。

わからないことをどう調べていいのかもわからないので、少し解決への道に向けたという意味で良かったです。
ありがとうございました。

また何かありましたら相談させていただきたいと思いました。

分からなかったことを丁寧に教えていただき大変よかったと思います。

質問に答えていただき解決しました。ありがとうございました。

相談できてよかったです。
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エ 東御市人権セミナーについて

人権セミナーの概要

平成 24 年度から、東部人権啓発センターにおいての人権啓発の住民交流と同和問題や人権問題に対し

て正しく理解することを目的として実施しています。

当初は東部人権啓発センター及び北御牧人権啓発センターで開催していましたが、新型コロナウイル

ス感染拡大防止（３密回避）のため令和２～５年度までは東御市中央公民館を利用し、令和６年度からは

東部人権啓発センターを主会場として実施しています。

令和５年度実施状況

161 名

令和６年度実施状況（10 月 18 日現在）

開催日時・場所 テーマ・演題・講師
参加

人数

令和５年７月 26日（水）

午後７時～８時 30分

東御市中央公民館 講義室

①部落問題

『差別戒（法）名』からみた部落問題

NPO 法人人権センターながの事務局長 高橋典男さん

23名

令和５年８月 23日（水）

午後７時～８時 30分

東御市中央公民館 講義室

②外国人の人権問題

日本に来て感じること

小諸市立芦原中学校 ALT カルレ・デオグラシアスさん

31名

令和５年９月９日（土）

午後１時 30 分～３時 30分

東御市中央公民館 講義室

③高齢者の人権問題

認知症になってからも私らしく

認知症希望大使 春原治子さん

57名

令和５年 11 月 16 日（水）

午後７時～午後８時 30分

東御市中央公民館 講義室

④犯罪被害者の人権

居場所を奪われた犯罪被害者

長野県犯罪被害者遺族自助グループ「つむぐ」

世話人 市川 武範さん

50名

開催日時・場所 テーマ・演題・講師
参加

人数

令和６年６月 26日（水）

午後１時 30 分～午後３時

東部人権啓発センター大会議室

①障がい者の人権

山洋電気株式会社における障がい者雇用の取組

山洋電気株式会社経営企画部キャリア開発課

課長 山口敦子さん

44 名

令和６年７月 27日（土）

午後１時 30分～午後３時

東部人権啓発センター大会議室

②在日朝鮮人の人権

両側から壁をこえる

全国人権教育研究協議会元事務局長 古川正博さん

27 名

令和６年８月７日（水）

午後１時 30分～午後３時

東部人権啓発センター大会議室

③平和と人権

満蒙開拓から考える平和と人権

満蒙開拓平和記念館館長 寺沢秀文さん

36 名
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158 名

（参考 第６回東御市人権セミナー開催予定）

令和６年９月 28日（土）

午後１時 30分～午後３時

東部人権啓発センター大会議室

④ＬＧＢＴＱ

性の多様性 ～ＬＧＢＴＱについて～

ダイバーシティ信州会長 小泉涼さん

15 名

令和６年 10月 18 日（金）

午後７時～午後８時 30分

東部人権啓発センター大会議室

⑤部落差別

差別と闘うのは誰？ ～取材からの自問

信濃毎日新聞デジタル編集部 松沢佳苗さん

36 名

開催場所 テーマ・演題・講師
受付

人数

令和６年 11月 16 日（土）

午後１時 30分～午後３時

東部人権啓発センター大会議室

⑥デート DV
デート DVって知っていますか？
※パブリックビューイング

長野県男女共同参画センター”あいとぴあ”

・参加には事前申し込みが必要

40名
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参加者数

田中地区 滋野地区 祢津地区 和地区
北御牧
地区

市外
回答な

し
合計

29 13 33 11 18 24 33 161

年齢

年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上回答なし 合計

人数 0 5 7 17 32 29 37 1 128

職業

職種等
自営業
(農業を
含む)

会社員 公務員
福祉施
設職員

教員 その他 回答なし 合計

人数 16 13 12 1 26 55 5 128

今回のセミナーを何で知りましたか〈複数回答可）
市の広
報（お知
らせ版
含む）

市のHPＦＭとうみ
市から
の案内

ポスター チラシ その他 回答なし 合計

人数 26 4 0 91 14 41 29 10 215

今回のセミナーの内容は、満足のいくものでしたか。

大変満
足だっ

た

まあ満
足だっ

た

やや不
満足

だった

大変不
満足で
あった

回答な
し

合計

人数 99 26 1 0 2 128

今回の学習会に参加して、人権問題についての関心や理解は深まりましたか。

大変深
まった

まあ深
まった

あまり
深まら
なかっ
た

まったく
深まら
なかっ
た

回答なし 合計

人数 93 27 1 0 7 128

今後、取り上げてもらいたいセミナーでのテーマなどありますか〈複数回答可）

同和
問題

女性
問題

子ども
の

人権

高齢者
の

人権

障がい
者の人
権

外国人
の

人権

ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ上
の人権

ＬＧＢＴ
（ジエン
ダー、Ｌ
ＧＢＴＱ
を含む）

北朝鮮
拉致被
害者

その他
の人権

回答な
し

合計

人数 31 38 36 41 31 17 41 33 10 7 10 295

令和５年度東御人権セミナーアンケート集計結果　

161人

参加地域

人数

 アンケート回答者数 ：　 128人

 アンケート回収率 ： 79.5%
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　オ　その他

　人権に係る小学校の社会科見学を受け入れています。人権啓発センターの役割や、

解放子ども会、平和と人権を守る都市宣言の石碑についての説明をしました。

①東部人権啓発センター

見学校 Ｒ６年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度

田中小学校 ３学年（予定）

滋野小学校 ３学年 ４学年

祢津小学校 ３学年（予定） ３学年 ３学年

和小学校 ４学年（予定） ４学年 ３学年

②北御牧人権啓発センター

見学校 Ｒ６年度 Ｒ５年度 Ｒ４年度

北御牧小学校 ３学年 ３学年 中止
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（２） 令和 7年度事業計画について

ア 人権啓発センター事業について

① 人権啓発センターの利用

・東御市人権啓発センター条例等に基づき、利用を推進していく。

・各種事業の充実を図っていくとともに、市民への周知・広報を行っていく。

② 地域交流事業

・集会所等における各種交流事業の推進

加沢集会所 カラオケ教室、オカリナ教室、手芸教室、健康体操教室

北御牧人権啓発センター カラオケ教室、パソコン教室、料理教室、ストレッチ

教室、音楽療法教室、クラフト教室

③ 啓発事業

・東御市人権セミナーの実施

※会場は東部人権啓発センター３階大会議室を予定。

④ 広報事業

・東部人権啓発センターの周知・広報 市報、FMとうみ、LINE の活用

・北御牧人権啓発センターだよりの発行 年４回（４月、７月、10 月、１月）発行

イ 相談事業について

① 人権よろず相談

・開設日時 毎月第３金曜日 午前９時から正午まで

（受付：午前８時 45 分から午前 11 時 30 分まで）

・開設回数 東部人権啓発センター11回、北御牧庁舎１回

・相談員、相談内容

回数 日 時 内容・テーマ 講 師

６回
6月～11 月の間

で 1回ずつ

部落問題１回、インターネット

等アンケート上位１回（予定）、

各種人権問題４回（予定）

未定

相談員 相談内容

弁護士
裁判、訴訟、契約、債権債務、損害賠償、相続、遺言、

離婚など法律問題に関すること・予約制で 1人 30 分

司法書士
土地・建物・法人等の登記や相続登記手続き、成年後見

に関すること

人権擁護委員
結婚・離婚、隣人・親子・夫婦の関係調整と差別など人

権に関すること

行政相談員
行政機関への各種申請手続き、要望、陳情、苦情など行

政に関すること

東御市社会福祉協議会内

生活就労支援センター（ま

いさぽ東御）支援員

心身の不調、依存症、ひきこもりなど健康と生活、就労

の不安に関すること

健康推進課の保健師
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各相談員 １名体制

長野県弁護士会上田在住会所属の弁護士と東御市の顧問弁護士に依頼。

（上田在住会弁護士８回、東御市顧問弁護士４回）

② 人権擁護委員による心配ごと相談

・開設日時 毎月第１金曜日 午前９時から正午まで、午後１時から午後４時まで

（受付：午前９時から午前 11 時まで、午後１時から午後３時まで）

・会場 東部人権啓発センター

・相談内容 家庭・隣人・職場等の人権に関すること

③ 人権啓発センター相談員への相談

人権啓発センター相談員が、生活相談に応じる。

④ 女性弁護士による法律相談（男女共同参画係）

・開設日時 奇数月第４水曜日 午前９時 30 分から午前 11 時 30 分まで

・会場 東部人権啓発センター

・相談受付 予約制で、相談時間は１人 30 分
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（３） その他

ア 北御牧人権啓発センターLED化工事について

① 概 要 市として公共施設の脱炭素を推進する中で、北御牧人権啓発センターにつ

いて、施設の照明の LED 化工事を実施します。照明を LED 化することで、施

設の省エネ化が進められるだけでなく施設管理性の向上、蛍光灯の交換費用

の削減、照明切れによる利用者の不便解消が図れます。

② 工事内容 蛍光灯から LED への入替工事

60台（非常灯・誘導灯を含む）

③ 工事期間 契約確定日～令和７年 3月 31 日（予定）

④ 工事会社 未定（業者選定中）
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人権啓発センター運営委員会について

１ 概 要

東御市には、社会福祉法に規定する隣保事業
*
の推進とともに、人権啓発の市民交流の拠点とし

て生活上の各種課題及び人権課題の解決をはかるため、東御市人権啓発センター条例（平成16年

4月1日条例第114号・以下「条例」）に基づき、東御市東部人権啓発センターと東御市北御牧人

権啓発センターが設置されています。

人権啓発センター運営委員会は、人権啓発センターの運営（施設利用やセンターに関連する事

業の実施等）及び関連する必要な事項について審議を行うため、条例第15条により東御市人権啓

発センター運営委員会を置くこととされています。

＊隣保事業･･･隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における

住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう（社会福祉法第2条第3項第11

号）。

２ 役 割

東御市では、平成18年2月に作成し令和３年２月に第３回の改定を行った「東御市人権施策の基

本方針・基本計画」を基に人権政策の推進を図っています。

人権啓発センターまた同和集会所
*
において、この計画のもと、人権啓発センター事業として人

権課題への取り組みや地域交流事業、相談事業などを実施しています｡

人権啓発センター運営委員会は、センターの運営や事業の実施・内容の審議等を行い、さらなる

人権政策の事業推進や人権啓発センターのよりよい運営に役立てることが主な役割となっていま

す｡

＊同和集会所･･･地域住民の交流を図り、同和問題をはじめとするあらゆる差別のない、人権が尊重されるまちづ

くりを推進するため、集会所を次のとおり設置しています。（東御市加沢集会所条例）

加沢集会所・・・常田103番地2
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東御市人権啓発センターの紹介

東御市人権啓発センターは、地域社会の中における福祉の向上や、人権啓発、住民交流の拠点となる開か

れたコミュニテイーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のため、社会福祉法に基づく

隣保事業を推進するための施設です。

東御市には、東御市人権啓発センター条例に基づき、「東部人権啓発センター」と「北御牧人権啓発センタ

ー」の 2つの人権啓発センターがあります。

◎東部人権啓発センター.

◎北御牧人権啓発センター

－３－

所在地 東御市県288番地3

電話番号 0268-64-5902

建築年 平成9年（増築平成13年）

所在地 東御市八重原2813番地1

電話番号 0268-67-3737

建築年 平成8年
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○東御市人権啓発センター条例

平成16年４月１日

条例第114号

改正 平成25年12月25日条例第33号

（趣旨）

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）及び地方自治法（昭和22年法律第

67号）の規定に基づき、人権啓発センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（設置）

第２条 社会福祉法第２条第３項第11号に規定する隣保事業を推進するとともに、人権啓発

の市民交流の拠点として生活上の各種課題及び人権課題の解決に資するため、東御市人権

啓発センター（以下「センター」という。）を次のとおり設置する。

（職員）

第３条 センターに、センター長、指導員その他必要な職員を置く。

２ センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

３ 前項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けてセンターの事務に従事する。

（開館時間）

第４条 センターの開館時間は、午前９時から午後10時までとする。ただし、市長が必要が

あると認めるときは、これを変更することができる。

（休館日）

第５条 センターの休館日は、12月29日から翌年１月３日までの日とする。ただし、市長が

必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。

（利用の許可）

第６条 センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければ

ならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

２ 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することが

できる。

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第１項の許可を与えない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

名称 位置

東御市東部人権啓発センター 東御市県288番地３

東御市北御牧人権啓発センター 東御市八重原2813番地１
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(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

（利用許可の取消し等）

第７条 市長は、前条の規定による利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が、

次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、

当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すこ

とができる。

(1) 前条第３項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(5) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

２ 前項の措置により利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わないものとする。

（利用権の譲渡等の禁止）

第８条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

（特別の設備の制限）

第９条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以

外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

（使用料）

第10条 利用者は、別表に定める使用料を利用する前日までに納付しなければならない。

（使用料の減免）

第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することが

できる。

（使用料の還付）

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用すること

ができないとき。

（原状回復の義務）

第13条 利用者又は入場者（以下「入場者等」という。）は、施設等の利用が終わったとき

又は第７条の規定により利用を停止されたとき若しくは許可の取消しの処分を受けたとき

は、速やかにその利用した施設等を原状に回復しなければならない。

２ 利用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要し

た費用は、利用者等の負担とする。
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（損害賠償の義務）

第14条 利用者等が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者等は、

その旨を市長に報告し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市

長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

（人権啓発センター運営委員会）

第15条 センターに、センターの運営その他必要な事項について審議するため、東御市人権

啓発センター運営委員会を置く。

２ 前項の運営委員会の委員の定数は15人以内とし、その任期は２年とする。ただし、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委任）

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の東部町隣保会館条例（昭和57年東部町条例

第７号）又は北御牧村隣保館の設置及び管理に関する条例（平成８年北御牧村条例第８号）

の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定により

なされたものとみなす。

附 則（平成25年12月25日条例第33号）

この条例は、平成26年４月１日から施行する。
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別表（第10条関係）

備考 冷暖房器具を利用する場合は、上記の使用料の額の２割増に相当する額とする。

利用区分 使用料

４時間まで ８時間まで ８時間を超えた場合

の超過時間１時間に

つき

東御市東部人権

啓発センター

大会議室 1,800円 3,300円 400円

教養娯楽室 900円 1,600円 200円

保健衛生室 600円 1,100円 100円

教養娯楽室及び保健衛生

室を同時に利用する場合

1,200円 2,200円 200円

東御市北御牧人

権啓発センター

大会議室 600円 1,000円 100円

保健衛生兼教養室 500円 800円 100円

相談室 200円 300円 ０円

生活改善室 600円 1,000円 100円
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○東御市人権啓発センター条例施行規則

平成16年４月１日

規則第63号

改正 令和３年５月31日規則第17号

（趣旨）

第１条 この規則は、東御市人権啓発センター条例（平成16年東御市条例第114号。以下「条

例」という。）第16条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（利用の許可の申請）

第２条 条例第６条の規定により東御市人権啓発センター（以下「センター」という。）の

利用の許可を受けようとする者は、人権啓発センター利用許可申請書（様式第１号）を市

長に提出しなければならない。

（利用許可の取消し）

第３条 利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）がその利用の許可の取消しをし

ようとするときは、利用の前日までに市長に申出しなければならない。

（使用料の返還）

第４条 前条の規定により利用の許可の取消しをした場合は、既に徴収した使用料は返還す

るものとする。

（使用料の減免）

第５条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、人権啓発セ

ンター使用料減免申請書（様式第２号）をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、使用料を免除する。

(1) 市内の社会福祉関係の団体がその事業目的のため利用するとき。

(2) 市内の社会教育関係の団体又は文化団体がその事業目的のため利用するとき。

(3) 公益上必要と認める機関又は団体がその事業目的のため利用するとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

（遵守事項）

第６条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を損傷しないこと。

(2) 許可しない施設、設備又は器具を利用しないこと。

(3) 物品等をセンターの外へ持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

（人権啓発センター運営委員会）
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第７条 条例第15条に規定する東御市人権啓発センター運営委員会（以下「委員会」という。）

の委員は、人権に関し見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

（会長）

第８条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその

職務を代理する。

（会議）

第９条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによるものとする。

４ センター長は、委員会に出席し、説明又は意見を述べることができる。

（補則）

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の東部町隣保会館管理運営規則（昭和57年東

部町規則第５号）又は北御牧村隣保館管理規則（平成８年北御牧村規則第１号）の規定に

基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものと

みなす。

附 則（令和３年５月31日規則第17号）

（施行期日）

１ この規則は、令和３年６月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調

整をして使用することができる。
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